
シルバー人材センターにおける取組

シルバー人材センター

高年齢者の就業機会の増大を図り、

活力ある地域社会づくりに寄与

地域の日常生活に密着した仕事・
臨時的かつ短期的又は軽易な仕事を提供

パソコン講師

自転車置き場管理 観光案内

子育て支援

サービス

会 員

概ね６０歳以上の健康で

就業意欲のある高年齢者

【シルバー人材センターで
取扱う仕事の例】

宛て名書き、公園管理、自転車置
き場管理、植木の剪定、障子・襖
張り、清掃、観光案内、福祉・家
事援助サービス、子育て支援サー
ビス、経理事務、パソコン講師、
補習教室講師等

市町村

家庭

企業

仕事発注
委任・請負

高年齢者の就業の機会の拡大、生きがいの創出、地域社会の活性化
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シルバー人材センター事業の概要

【現状】

団体数 ：１，８２０団体

会員数 ： ７７万人

契約件数 ： ３２８万件

金額 ：３，０６７億円

就業実人員 ： ６２．３万人

就業延人員 ：６，７４０万人日
※ 団体数・会員数は平成１７年３月末日現在

契約金額・就業延人員・契約件数・

就業実人員は平成１６年度

団体数・会員数・契約金額等は

増加傾向を持続
（平成１８年度予算（一般会計）：１４１億円）

○ 目的
定年退職後等に、臨時的かつ短期的又は軽易な就業を希望する高年齢者に
対して、地域の日常生活に密着した仕事を提供し、もって高年齢者の就
業機会の増大を図り、活力ある地域社会づくりに寄与する。

○ 仕組み
（１） 会員

概ね６０歳以上の健康で就業意欲のある高年齢者
（２） 事業内容

シルバー人材センターは、家庭、事業所、官公庁から、地域社会に密着
した臨時的かつ短期的な仕事等を有償で請け負い、これを希望する会員
に提供する。
会員は実績に応じて一定の報酬（配分金）を受ける。
【シルバー人材センターで取り扱う仕事の例】
清掃、除草、公園管理、自転車置き場管理、宛て名書き、植木の剪定、

障子・襖張り、観光案内、福祉・家事援助サービス等
（３） 事業の拡充

運営の自立化を推進しつつ、少子高齢化の急速な進展に対応する高齢者
活用子育て支援事業、高齢者生活援助サービス事業を実施し、高齢者の
ニーズに的確に対応した就業機会を安定的に提供する体制を構築する。

シルバー人材センター事業の内容
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在職老齢年金制度

６０～６４歳 ６５歳以上

２８万円

賃金（ボーナス込み月収）
と年金月額（定額部分も
含む）の合計額

年金月額２７
万円の者

年金月額１０
万円の者

１８万円 ３８万円 ５１．５
万円

４８万円

賃金（ボー
ナス込み
月収）

４８万円

年金月額
（報酬比例
部分）１０
万円の者

賃金（ボーナス込み月収）
と年金月額（報酬比例部
分のみ）の合計額

基礎年金
５８万円３８万円

厚生年金

○ 賃金（ボーナス込み月収）と年金（定額部分（６５歳以降
における基礎年金に相当）も含む）の合計額が２８万円を
上回る場合は、賃金の増加２に対し、年金額１を停止

○ 賃金（ボーナス込み月収）が４８万円を超える場合は、
賃金が増加した分だけ年金を停止

＊平成１６年年金制度改正により、在職中に一律２割の年

金を停止していた仕組みを廃止（平成１７年４月施行）

○ 基礎年金は全額支給

○ 賃金（ボーナス込み月収）と厚生年金（報酬比例部分）
の合計額が４８万円を上回る場合には、賃金の増加２に
対し、年金額（報酬比例部分）１を停止

＊ 平成１６年年金制度改正により、７０歳以上の在職者に
ついては、６５歳～６９歳と同じ取扱いとした。
（ただし、保険料負担はなし）（平成１９年４月施行）

賃金（ボー
ナス込み
月収）

賃 金

働くことに中立的な年金制度とするため、平成１６年の年金制度改正により、在職中の老齢厚生年金
一律２割支給停止の仕組みを廃止（平成１７年４月施行）などの措置を行った。
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